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一 

 



 

（
2
）
に
つ
い
て 

（
1
）
に
つ
い
て 

場
外
車
券
売
場
に
つ
い
て
は
、
自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条 

 
 

第
一
項
に
基
づ
き
、
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
が
通
商
産
業
大
臣
の
許
可
を
得
て
設
置
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
、
通
商
産

業
大
臣
は
、
設
置
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
、
法
第
四
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
自
転
車
競
技
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三

年
商
工
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
三
第
一
項
及
び
「
自
転
車
競
技
法
施
行
規
則
第
四
条
の 

 
 

三
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
場
外
車
券
売
場
の
施
設
の
規
模
、
構
造
及
び
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の
配
置
の
基
準
を

定
め
た
件
」
（
平
成
六
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
九
号
。
以
下
「
場
外
告
示
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
場 

 
 

合
に
限
り
、
許
可
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

競
輪
の
場
外
車
券
売
場
の
設
置
は
、
車
両
競
技
審
議
会
の
答
申
（
平
成
五
年
五
月
十
三
日
）
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お

り
、
フ
ァ
ン
の
利
便
性
の
向
上
、
ノ
ミ
行
為
の
防
止
、
本
場
の
混
雑
緩
和
な
ど
、
競
輪
の
公
正
か
つ
円
滑
な
運
営
に
大
き
く

寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

衆
議
院
議
員
海
江
田
万
里
君
提
出
競
輪
の
場
外
車
券
場
設
置
許
可
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 三 

 



 

（
3
）
に
つ
い
て 

施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
が
公
安
上
及
び
競
輪
の
運
営
上
の
観
点
等
に
照
ら
し
て
適
切
で
な
い
場
合
に
は
、
当
該
施

設
を
車
券
の
発
売
等
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
こ
と
と
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
場
外
車
券
売
場
の
設
置
に
つ
い
て

は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
に
係
ら
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

一 

設
置
許
可
に
係
る
審
査
を
す
る
機
関
に
つ
い
て 

二 

設
置
許
可
の
手
続
の
内
容
に
つ
い
て 

場
外
車
券
売
場
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
通
商
産
業
大
臣
の
許
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
許
可
の
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
規
則
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
申
請
書
を
当

該
場
外
車
券
売
場
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
所
を
管
轄
す
る
通
商
産
業
局
長
を
経
由
し
て
、
通
商
産
業
大
臣
に
提
出
し
な 

設
置
許
可
に
係
る
審
査
に
つ
い
て
は
、
通
商
産
業
省
組
織
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
号
）
第
九
十
条
第
二

号
及
び
通
商
産
業
省
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
三
号
）
第
十
八
条
第
八
号
に
基
づ
き
、
法
の
施

行
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
通
商
産
業
省
機
械
情
報
産
業
局
車
両
課
（
以
下
「
車
両
課
」
と
い
う
。
）
及
び
通
商
産
業 

 

局
商
工
部
が
担
当
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

四 

 



 

（
5
）
に
つ
い
て 

（
4
）
に
つ
い
て 

本
件
場
外
車
券
売
場
に
つ
い
て
は
、
通
商
産
業
大
臣
が
、
平
成
八
年
十
月
三
十
日
に
許
可
申
請
書
を
受
理
し
、
同
年
十
一

月
一
日
に
許
可
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

場
外
車
券
売
場
の
設
置
許
可
に
係
る
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
法
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
受
理
前
の
段
階
に
お
い
て
、
実

質
的
な
審
査
を
行
う
こ
と
を
通
例
と
し
て
お
り
、
本
件
に
つ
い
て
も
、
許
可
申
請
書
の
受
理
前
の
段
階
か
ら
十
分
な
審
査
を 

三 

許
可
申
請
書
の
受
理
の
日
か
ら
許
可
の
日
ま
で
の
平
均
日
数
に
つ
い
て 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

通
商
産
業
大
臣
は
、
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
請
に
係
る
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
が
規
則
第
四
条
の

三
第
一
項
及
び
場
外
告
示
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
基
準
に
適
合
す
る
か
否
か
な
ど
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。 

許
可
申
請
書
の
受
理
の
日
か
ら
許
可
の
日
ま
で
の
日
数
は
、
案
件
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
が
、
昭
和
三
十
年
以
降
に
許

可
し
た
十
七
件
に
つ
い
て
の
平
均
日
数
は
、
約
二
十
八
日
で
あ
る
。 

五 

 



 

（
8
）
に
つ
い
て 

（
7
）
に
つ
い
て 

（
6
）
に
つ
い
て 

行
っ
て
い
る
。 

車
両
課
及
び
関
東
通
商
産
業
局
商
工
部
に
お
い
て
、
平
成
八
年
八
月
に
申
請
予
定
者
か
ら
計
画
概
要
等
の
説
明
を
受
け
、

そ
の
後
、
同
年
九
月
に
許
可
申
請
書
の
原
案
及
び
関
係
資
料
の
提
出
を
受
け
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
法
令
上
の
許
可
の
基
準
に

適
合
し
て
い
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
、
申
請
予
定
者
が
地
域
社
会
と
の
調
整
を
十
分
行
っ
て
い
る
か
否
か
な
ど
に
つ
い
て
事

前
の
審
査
を
行
っ
た
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
申
請
予
定
者
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
調
査
の
指
示
や
内
容
の
確
認
等
を
行
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
昭
和
五
十
七
年
の
車
両
競
技
審
議
会
の
答
申
の
後
、
競
輪
を
取
り
巻
く
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
、
平
成
五
年
の

同
審
議
会
の
答
申
に
お
い
て
「
今
後
は
市
（
区
）
町
村
長
の
同
意
書
の
添
付
を
常
に
求
め
る
と
い
う
画
一
的
な
運
用
に
よ
る 

本
件
の
場
外
車
券
売
場
の
設
置
を
許
可
す
る
ま
で
の
間
、
審
査
の
参
考
に
資
す
る
た
め
、
本
件
場
外
車
券
売
場
付
近
の
状

況
を
現
地
に
お
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
担
当
で
あ
る
車
両
課
の
職
員
が
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

六 

 



 

（
10
）
に
つ
い
て 

（
9
）
に
つ
い
て 

本
件
の
場
外
車
券
売
場
に
つ
い
て
は
、
設
置
予
定
地
を
含
む
愛
宕
一
之
部
連
合
町
会
を
構
成
す
る
十
七
町
会
中
の
十
三
町

会
が
誘
致
願
等
の
形
で
設
置
賛
成
の
意
思
表
示
を
行
い
、
他
の
四
町
会
も
反
対
の
意
思
表
示
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か

ら
、
通
商
産
業
大
臣
は
、
前
記
平
成
五
年
の
答
申
に
示
さ
れ
た
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
申
請
者
に
よ
る
地
域
社
会
と
の
調
整

が
十
分
に
行
わ
れ
た
も
の
と
判
断
し
、
設
置
を
許
可
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

の
で
は
な
く
、
施
行
者
と
地
元
市
町
村
と
の
間
の
協
定
、
周
辺
町
内
会
等
地
域
を
適
切
に
代
表
す
る
者
か
ら
の
同
意
書
を 

 
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
よ
う
に
す
る
等
、
個
々
の
ケ
ー
ス
に
応
じ
適
切
な
運
用
を
行
っ
て
い
く
こ
と
も
検
討
す
べ
き
で
あ

る
。
」
と
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

御
指
摘
の
大
阪
市
浪
速
区
の
案
件
と
は
、
同
区
恵
比
寿
西
三
丁
目
二
番
十
四
号
の
案
件
と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
該
案
件
に

つ
い
て
は
、
地
域
社
会
と
の
調
整
が
十
分
で
な
い
状
況
に
あ
り
、
設
置
許
可
の
申
請
に
は
至
っ
て
い
な
い
。 

本
件
の
場
外
車
券
売
場
に
つ
い
て
は
、
施
行
者
と
地
元
港
区
と
の
間
に
お
け
る
地
元
調
整
に
係
る
協
定
は
存
在
し
な
い
と

承
知
し
て
い
る
。 

七 

 



 

（
11
）
に
つ
い
て 

日
本
自
転
車
振
興
会
は
、
法
第
十
二
条
の
十
六
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
基
づ
き
、
自
転
車
そ
の
他
の
機
械
に
関
す

る
事
業
の
振
興
の
た
め
の
事
業
の
補
助
（
以
下
「
機
械
工
業
振
興
補
助
」
と
い
う
。
）
及
び
体
育
事
業
そ
の
他
の
公
益
の
増 

 

進
を
目
的
と
す
る
事
業
の
振
興
の
た
め
の
事
業
の
補
助
（
以
下
「
公
益
事
業
振
興
補
助
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
て
い
る
。
こ 

 
 

れ
ら
の
補
助
は
、
日
本
自
転
車
振
興
会
が
、
法
第
十
二
条
の
二
十
第
一
項
に
基
づ
き
当
該
補
助
に
係
る
事
業
計
画
及
び
収
支

予
算
に
つ
い
て
通
商
産
業
大
臣
の
認
可
を
得
て
、
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

ま
た
、
場
外
車
券
売
場
の
設
置
許
可
に
係
る
審
査
は
、
車
両
課
及
び
通
商
産
業
局
商
工
部
が
担
当
し
て
お
り
、
日
本
自
転

車
振
興
会
が
設
置
許
可
に
係
る
審
査
を
行
っ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
。 

な
お
、
日
本
自
転
車
振
興
会
の
平
成
九
年
度
事
業
計
画
に
お
け
る
機
械
工
業
振
興
補
助
の
対
象
事
業
は
、
公
設
工
業
試
験

場
に
お
け
る
共
同
利
用
施
設
等
の
整
備
拡
充
を
図
る
た
め
の
事
業
、
情
報
化
等
産
業
構
造
改
革
を
推
進
す
る
事
業
等
の
機
械

工
業
に
お
け
る
技
術
の
向
上
及
び
合
理
化
に
関
す
る
事
業
並
び
に
貿
易
構
造
の
高
度
化
を
図
る
た
め
の
事
業
等
の
我
が
国
機

械
工
業
に
お
け
る
国
際
交
流
の
推
進
に
関
す
る
事
業
と
な
っ
て
い
る
。 

な
お
、
当
該
地
に
は
廃
業
し
た
パ
チ
ン
コ
店
の
建
屋
以
外
の
建
築
物
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。 

八 

 



 

 

九 

ま
た
、
日
本
自
転
車
振
興
会
の
平
成
九
年
度
事
業
計
画
に
お
け
る
公
益
事
業
振
興
補
助
の
対
象
事
業
は
、
サ
イ
ク
ル
ス 

 
ポ
ー
ツ
施
設
の
整
備
等
事
業
等
の
体
育
の
振
興
に
資
す
る
事
業
、
老
人
福
祉
施
設
の
建
築
整
備
事
業
等
の
社
会
福
祉
の
増
進

に
資
す
る
事
業
、
成
人
病
予
防
機
器
の
整
備
事
業
等
の
医
療
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
に
資
す
る
事
業
、
自
転
車
利
用
普
及
促

進
事
業
等
の
文
教
そ
の
他
の
公
益
の
増
進
に
資
す
る
事
業
、
長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
冬
季
競
技
大
会
の
支
援
事
業
並
び
に
非
常

災
害
の
復
旧
及
び
援
護
の
た
め
の
事
業
と
な
っ
て
い
る
。 


